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新規加入会員のお知らせ 

９月 14 日開催の理事会にて新たに以下の５事業所（者）が商工会への 

加入を承認されましたのでお知らせいたします。 

 
 
 
 
 
 

 
（※）は法人成りに伴う再加入 

会員資格・各種制度利用に関するお知らせ 
 

商工会の加入脱退・会員資格・会費等については商工会の設立根拠と 

なっている商工会法や定款に定められています。また世羅町の各種支援 

制度を利用する際には商工会員であることが要件となっているものが多く 

ありますので、改めてご確認くださいますようご案内いたします。 
    
商工会への加入と各種制度の利用 

→加入申込をいただき、理事会での承認後に加入金・会費の納入を以て 

会員となり、各種制度をご利用いただけるようになります。 

なお、業種・業態によっては一部ご利用いただけない制度があります。 

→法人成・個人成等の場合も再度加入申込が必要です。 

  なお、事業承継・組織変更等による加入の場合、加入金は免除されます。 
  
商工会からの脱退と注意事項 

→廃業や地区外に転出する場合は会員である資格を喪失するため、事実 

発生日の翌日に退会となります。 

→町内で事業を継続するが、任意で商工会を脱退する場合は脱退しよう 

とする日の 2 ヵ月前までに脱退の予告をしていただく必要があります。 

このため、１月３０日を過ぎて任意で脱退しようとされる場合は翌年度分 

の会費が発生します。 （根拠：商工会法第 19条）  

また、年度途中で脱退された場合も会費の返還は出来ません。 

 →世羅町預託融資制度・各種助成金制度を利用中の場合は脱退までに 

    制度利用を完結していただく必要があります。（預託融資制度の残債 

がある場合等は脱退のお申し出があっても受理出来ません。）  
  
変更事項等の届出 

→屋号・代表者・住所等を変更した場合は、変更届出書を提出いただく 

必要がありますので、お早めにご連絡ください。 
 

事業承継個別相談会 
  
広島県事業承継・引継ぎ支援センターと連携し、専門相談員による事業 

承継やM＆Aに関する個別相談会を下半期も継続開催します。 

事業承継は計画的な取組が必要不可欠で、広い視野に立って、選択肢 

を検討することが重要です。後継者と 5 年後 10 年後を考えておきたい方 

はもちろん、後継者不在でお悩みの方も、ぜひ本相談会をご活用ください。 
 
開催日時 令和５年 10月 20日(金)、11月 17日(金)、12月 15日(金) 

令和６年  1月 19日(金)、 2月 16日(金)、 3月 15日(金) 

各回 13時～１６時 

開催場所 世羅町商工会 本所（西上原１２１－５） 

相談形式 １社あたり約 60分の個別相談（予約制） 

対応機関 広島県事業承継・引継ぎ支援センター 

県東部の状況・傾向としてはM＆Aの相談が多く、マッチングにも対応して 

います。個別相談以外にもご希望に応じて事業所への個別訪問も出来 

ますので、事業承継でお悩みの方はお気軽に商工会へご連絡ください。 

 女性部事業「おとなの図工教室 ２０２３」のご案内 

 

 

 
令和４年度から大好評実施中の女性部事業「おとなの図工教室」ですが、一人でも多くの方に女性部活動を 

知っていただきたいと考え、女性部員以外の方の参加を募集中です。 

「おとなの」と銘打っていますが、実は「子どもたちにも大人気」で、お子さん・お孫さんと一緒の参加も大歓迎。 

芸術の秋、童心に帰りつつ、一緒に楽しく、ちょっとアートな気分に浸ってみませんか？ 
  
参加者の声  ・作品作りに没頭して無言になり、驚くほど静かで集中力が高まります。 

・日々、雑事に追われる中、なかなか無になることがないので、貴重なひと時となりました。 

・可愛らしい乙女心をくすぐる仕上がりとなりました。 
 

内   容 ①モザイクタイル de トレイ 

開催日時 １０月２７日（金） １９時～２１時 
 

内   容 ②豆ノート 

開催日時 １１月１７日（金） １９時～２１時 
 

内   容 ③粘土で干支 

開催日時 １２月１５日（金） １９時～２１時 
     
お申込みは各回１週間前までに電話またはメールにてお願いします。 
（担当：中元  メール： sera@hint.or.jp） 
 
 

     

 

広島労働局からのお知らせ 

広島県最低賃金は、令和５年 10 月 1 日より時間額９７０円に引き上げ 

られます。（詳細は広島労働局 HP もご確認ください）。 

広島県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

今回の引上げに係り、令和 4 年 12 月 31 日発行の特定の産業で働く労働者

に適用される特定（産業別）最低賃金の一部については、時間額９７０円を

下回るため、１０月１日から広島県最低賃金額が適用されます。 

産業別最低賃金の区分等の詳細につきましては、広島労働局労働基準部 

賃金室(082-221-9244)にお問合せください。 
  
最低賃金に算入しない賃金  

①精皆勤手当、通勤手当、家族手当 ②時間外、休日及び深夜の割増賃金 

③臨時に支払われる賃金及び１ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金 
 

 最低賃金の引上げの影響が大きい中小企業においては、賃金制度・労働  

時間制度・労働安全衛生管理体制の見直しが非常に重要です。 

 広島働き方改革推進支援センターでは、これらの課題に取り組む中小企業の

事業所内の生産性向上に向けた賃金引上げ及び設備投資等について、無料で 

アドバイスを行っています。 

 また、賃金の引き上げに向けた環境整備を支援する制度（業務改善助成金・

キャリアアップ助成金等）もありますので、ぜひ、ご活用ください。 
    
  広島働き方改革推進支援センター（開所時間 平日 9 時～17 時） 

電 話 0120-610-494 

メール hir-hatarakikata@lec.co.jp 
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③粘土で干支(今回は辰) 

 

開催場所(共通) 
・商工会本所 
 
参加費(材料費) 
・概ね 500円 
(女性部員は無料) 

女性部では新規入部者を募集中です。交流事業や研修事業など真面目な 
 
こと・楽しいこと色々な活動をしています。 一緒に楽しく活動しませんか？ 
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正しいリスク認識と適切な備えが必要です。 

時代や社会環境の変遷による多様化もあって、日々、事業を営む上で

多くのリスクが存在しています。リスクを回避することに越したことは  

ありませんが、不慮の事故へ備えておくことが、事業・生活を継続していく

上では重要です。中小企業庁では、小規模事業者等の事業継続力の強化

が重要な支援課題だと認識しており、自然災害だけでなく感染症や事業

主の不慮の事故等も含めた事業所の有事への包括的な備えの構築が 

重要だとしています。 

商工会では、スケールメリットを活かした商工会独自の共済制度だけで

なく、保険会社と提携した割安な損害保険制度や国が運営する中小企業

向け共済制度を取扱い、地域の生活を支える中小企業・小規模事業者の

状況に応じた備えを提供しています。 
  

商工会独自の共済制度 
商工会員・従業員・そのご家族のみが加入できる特別な共済制度で、

契約から共済金のお支払いまでの全てを商工会が行うことから、一般
的な保険会社に比べて低コストで運用できるため、充実した制度設計で
万が一に備えることができます。 
その中で特にオススメなのが福祉共済（がん）。スケールメリットを 

活かした低廉な掛金で診断共済金を中心に充実の補償を実現。がん 
だけでなく病気・けがによる入院・手術も給付対象に。また、掛金その 
ままに補償を拡充し、先進医療共済金も実費相当額まで給付を受けら
れるようになりました。（1 回当たり最大 610 万円まで、通算支払限度 

なし） 
 

 
保険会社と提携した割安な損害保険制度 

全国ネットの商工会だからできる大口団体扱いで、個社加入に比べて
掛金の割引率が高く、商工会員だから得られるメリットがあります。 
災害が多発する昨今、BCP(事業の継続)対策の上でも重要な備えが

可能です。（参考割引率ビジネス総合保険の場合最大約３５％、業務災害
保険の場合最大約 50％） 
 

 
 商工会では様々な共済を取扱っており、事業の状況に応じた見直しの 

お手伝いもしておりますのでお気軽にご相談ください。 

契約手続きと契約開始日で待機が発生してしまう制度もありますので、 

お早目のご相談・手続きをお願いします。 

１1月に広島県共済「かがやき(福利厚生タイプ・医療充実タイプ)」と商工会の各種共済（貯蓄共済・福祉共済（生命・がん））の推進 

を実施します。推進期間中にお申込みいただいた方にはノベルティもご用意しております。ぜひこの機会に加入をご検討ください。 

いよいよインボイス制度スタート、新たに課税事業者となる方は棚卸の整理を！ 
  

   １０月１日よりインボイス制度が開始されます。インボイス制度に合わせて初めて課税事業者になる方も 

多く、その中で課税方式については 12月 31日まで判断する猶予期間があることから原則課税か簡易課税 

かで悩んでおられる方も多くおられると思います。令和 5 年分消費税の確定申告を円滑に行うためにも、 

１０月１日から消費税の課税事業者になる事業所においては、棚卸を確実に実施してください。（既に簡易 

課税制度選択届出手続きを済まされている場合を除く。） 

  棚卸（たなおろし）とはある時点での商品等の在庫を数える事で、原則課税の場合、消費税額の計算で 

必要になる根拠の一つです。時々、売価で記帳しておられる方もいらっしゃいますが、原価同様に、仕入値で 

記帳する必要がありますのでご注意ください。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あとがき 
 感染症の影響により、3年連続で中止となっていた「長寿つばきの里まつり」

「甲山廿日えびす」「せら商工祭花火大会」の各事業は、実行委員会を中心

に、世羅町・警察・消防等の関係団体との連携や地域の皆様のご協力により、

盛会裏に開催されました。 

 事業の中核を担った実行委員会の皆様におかれては３年間のブランクが  

あり、準備から当日の運営まで、何が・どこまで出来るかという不安も     

強かったと拝察いたします。様々な苦労や困難があったかとは存じますが、 

会議などを 重ねられ、地域の皆様がこの３年間積み重ねてきた想いを繋いだ

成果が今夏の各事業だったように想起されます。 

感染症の影響こそ落ち着きつつありますが、原価高騰・エネルギー問題  

など、経営や生活を取り巻く環境は厳しさを増す一方ですが、この夏、世羅 

台地を彩った様々な催しの様に、世羅町が賑わいを取り戻し、今まで以上に

元気になっていくことを願ってやみません。 

  商工会といたしましては、地域唯一の総合経済団体として、個社支援は    

基より、世羅町の商工業を活性化させるべく取り組んで参りますので、     

お気づきのことございましたらお気軽にお声かけください。 

事業の上で、そして、生活の中で、日々様々なリスクと隣り合わせになって 

います。リスクが様々なように、それに備える方法も異なります。ダブりや 

過大な補償は見直しをして、漏れが無いようにしておきましょう。 


